
歯科技工士法改正に関する資料 
（歯科技工士国家試験の全国統一化） 

歯科技工士国家試験を現在の歯科技工士の養成施設の所在地の都道府

県知事が各々行うのではなく、国が実施するよう歯科技工士法を改める。 

１．歯科技工士国家試験の全国統一化をするための改正 
 

【現状と課題】 

  
 ○ 昭和57年の歯科技工士法の一部改正により、歯科技工士免許が都道府県知事免許から厚生大臣免許（現在は

厚生労働大臣免許）になったが、実技試験の実施の面から試験は当分の間、歯科技工士の養成施設の所在地
の都道府県知事が行うこととされた。 

 
 ○ 試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等の試験内容は「歯科技工士国家試験実施要綱」で厚生労

働省が定めており、試験形式等の詳細な事項に関しては、各都道府県知事が試験委員会を開催して試験問題を
作成しているため、均てんな試験の実施が望まれる。 

 
 ○ 近年、インプラントやCAD/CAM等の精密な技術が必要とされる歯科技工物の需要が増加しているが、地域に

よってはこのような高度な技術に係る試験問題を作成できる試験委員を確保し、出題することが困難な状況に
なっている。 

 
  ○ このような状況の変化を踏まえ、歯科技工士国家試験問題を国が作成することとしてはどうか。 
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歯科技工士法の改正について 

厚生労働大臣が実施することとなっている歯科技工士国家試験を指定
試験機関においても実施できるよう、歯科技工士法を改める。 

歯科技工士の登録の実施等に関する事務を指定登録機関においても
実施できるよう、歯科技工士法を改める。 

 

 

【現状と課題】 

 

○ 歯科技工士国家試験の全国統一化に際しては、現行は各都道府県が行っている試験問題の作成、採
点その他の試験の実施に関しての事務を、国が行う必要があるが、行政組織の拡大を図ることは、今般
の行政改革の観点からは適当ではないと考えられる。 

 

○ こうしたことから、試験の実施に関する事務を、厚生労働省令により指定する者（指定試験機関）に行わ
せてはどうか。なお、歯科衛生士等の国家試験は、指定試験機関で実施されている。 

 

○ また、歯科技工士の登録の実施等に関する事務についても同様の観点から、厚生労働省令により指定
するもの（指定登録機関）に行わせてはどうか。 
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参照条文① 

◆歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）抄 

 

（政令への委任） 

第十条  この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科技工士名簿の登録、訂正及び消除、免許証の交付、書換
交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関する事項は、政令で定める。 

 

（試験の目的） 

第十一条  試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行う。 

 

（試験の実施） 

第十二条  試験は、厚生労働大臣が、毎年少なくとも一回行う。 

２  前項の規定により厚生労働大臣が行う試験に関する事務の全部又は一部は、政令の定めるところにより、都道府
県知事が行うこととすることができる。 

３  厚生労働大臣は、歯科医師試験委員に、前項の規定によつて都道府県知事が行うこととされた事項を除くほか、
試験問題の作製、採点その他試験の施行に関して必要な事務をつかさどらせるものとする。 

 

（試験事務担当者の不正行為の禁止） 

第十三条  歯科医師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつては厳正を保
持し、不正の行為がないようにしなければならない。 

3 



参照条文② 

（受験資格） 

第十四条  試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、受けることができない。 

一  文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 

二  厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 

三  歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者 

四  外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生
労働大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの 

 

（不正行為の禁止） 

第十五条  試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止さ
せ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受け
ることを許さないことができる。 

 

（政令及び厚生労働省令への委任） 

第十六条  この章に規定するもののほか、第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士
養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定
める。 

 

（事務の区分） 

第二十七条の二  第十二条第二項の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法 （昭和二十二
年法律第六十七号）第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 
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参照条文③ 

第二十九条  第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正
の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

第三十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
して、第三十条第三号又は前条第三号若しくは第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

◆歯科技工士法の一部を改正する法律（昭和五七年一月八日法律第一号）抄 

 

附則   

 

（試験に関する暫定措置） 

第二条  歯科技工法の一部を改正する法律（平成六年法律第一号）による改正後の歯科技工士法第十二条第一項
に規定する試験は、当分の間、同法第十四条第一号又は第二号に規定する歯科技工士学校又は歯科技工士養成所
の所在地の都道府県知事が、毎年少なくとも一回これを行うものとする。 

２  前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 
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歯科技工士国家試験について（概要） 

１．歯科技工士国家試験の実施状況（平成24年の実施状況） 

 ○ 実施内容 

   学説試験及び実地試験 

 

 ○ 実施都道府県 

   ３５都道府県 

 

 ○ 実施時期 

   ２月から３月の都道府県知事の指定した日 

 

 ○ 受験者数・合格者数（３５都道府県の合計） 

   受験者数：１，３１９人 

   合格者数：１，３０２人 
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